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目　　　　　的 研修対象者

介護に携わる者が，認知症介護業務を遂行する上で必要とされ
る基礎的な知識や技術の習得とそれを実践する際の考え方を
身につけ，サービス提供を行うことができるようにする。
認知症介護実践者研修を含む他の研修を受講するうえで必須
の研修ではありませんが，基礎的な知識・技術を身につける。

岡山市内の介護保険施設・介護サー
ビス事業所等に従事する介護職員等

実践者研修

施設，在宅に関わらず認知症の原因疾患や容態に応じ，本人
やその家族の生活の質の向上を図る対応や技術を習得する。
認知症介護関連の研修の基礎となる研修で，「認知症介護実践
リーダー研修」，「認知症対応型サービス事業管理者研修」，「小
規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を受講する際
には，本研修を修了していることが要件となります。

介護保険施設・事業所等に従事する
介護職員等
原則として身体介護に関する基本的
知識・技術を習得している者で，概ね
実務経験２年以上の者

実践リー
ダー研修

ケアチームにおける指導的立場としてチーム員の知識・技術・態
度を指導する能力及びチームリーダーとしてのチームマネジメン
ト能力を習得する。

介護保険施設・事業所等に従事する
介護職員等
介護保険施設又は指定居宅介護サー
ビス事業者及び指定地域密着型事業
者等において介護業務に概ね５年以
上従事した経験を有する者で実践者
研修を修了し１年以上経過している者

指定認知症対応型共同生活介護事業所，指定小規模多機能型
居宅介護事業所，指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の
代表者となる者に対し，事業所を運営していく上で必要な「認知
症高齢者の基本的な理解」「認知症高齢者のケアのあり方」「適
切なサービス提供のあり方」などの知識を身につけるための研
修を実施する。

指定認知症対応型共同生活介護事業
所，指定小規模多機能型居宅介護事
業所及び指定看護小規模多機能型居
宅介護事業所の代表者

指定認知症対応型通所介護事業所，指定小規模多機能型居宅
介護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定
看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者となる者が，こ
れらの事業所を管理・運営していく上で，必要な「指定基準等の
正しい理解」，「職員の労務管理」，「適切なサービス提供のあり
方」などの必要な知識・技術を身につける。

指定認知症対応型通所介護事業所，
指定小規模多機能型居宅介護事業
所，指定認知症対応型共同生活介護
事業所及び指定看護小規模多機能型
居宅介護事業所の管理者又は管理者
になることが予定される者で，実践者
研修（基礎課程）を修了している者

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能
型居宅介護事業所の計画作成担当者となる者に対し，利用者
及び事業の特性を踏まえた小規模多機能型居宅介護計画、看
護小規模多機能型居宅介護計画を適切に作成する上で必要
な，当該サービスに係る「基準の正しい理解」「適切なサービス
の提供」「利用計画作成演習」などの必要な知識・技術を身につ
ける。

指定小規模多機能型居宅介護事業所
及び指定看護小規模多機能型居宅介
護事業所の計画作成担当者又は計画
作成担当者になることが予定される者
で実践者研修（基礎課程）を修了して
いる者

認知症介護基礎・実践研修を企画・立案し，講義・演習・実習を
担当することができる能力を身につけるとともに，介護保険施
設・事業者等における介護の質の改善について指導することが
できる者を養成する。

実践リーダー研修を修了した者（専門
課程を修了した者を含む）

認知症介護指導者養成研修修了者に対し，一定期間ごとに最
新の認知症介護に関する専門的な知識や指導方法等を修得さ
せることにより、第一線の介護従事者に対して最新の認知症介
護技術を的確に伝達できるような体制を整える。

認知症介護実践研修の企画・立案に
参画又は講師として現に従事している
若しくは予定している者で指導者養成
研修修了後１年以上経過している者

37

認知症介護基礎研修

各種認知症研修の目的及び対象者

※指定小規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所の管理者に就任するには，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンター，介護老人保健施設，指定認知症対応型共同生
活介護事業所等の職員又は訪問介護員等として，３年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者であることが必要（基
準奨励並びに解釈通知）

認知症介護指導者養成
研修

フォローアップ研修

認知症対応型サービス
事業管理者研修

小規模多機能型サービ
ス等計画作成担当者研
修

認知症対応型サービス
事業開設者研修

認知症介護
実践研修

2
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【参 考 例】 

確 約 書 

 

                                 年  月  日  

 岡山市長 様 

氏名                  

 

私は，令和○○年○○月○○日から○○○○○○○（事業所名称）の○○○○（就任予定役職名）に

就任を予定していますが，現在，必要な以下の研修を修了しておりません。次回の研修に申込み，受講

が認められれば，当該研修を修了することを確約いたします。 

１ 満たしていない資格要件 

  ○○○○○○               

２ 受講予定の直近の研修名 

  ○○年度第○○回○○○○○研修（○○年○○月予定）  

 

 

確 約 書 

 

                                 年  月  日  

 岡山市長 様 

事業者（法人）名称 

事業所名称 

代表者職・氏名                  

                                          

令和○○年○○月○○日から就任予定の○○○○○（就任予定者氏名）は，現在，配置に必要な以下

の研修を修了しておりません。次回の研修に申込み，受講が認められれば，当該研修を修了させること

を確約いたします。 

 なお，研修修了時には速やかに研修修了証の写しを提出します。 

１ 配置する役職名 

  ○○○○○○ 

２ 満たしていない資格要件 

  ○○○○○○ 

３ 受講予定の直近の研修名 

  ○○年度第○○回○○○○○研修（○○年○○月予定） 

４ 有資格者を配置できなかった理由 

  ○○○○○○○○○○○○      

3
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提
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変
更
の
届
出
が
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要
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事
項

 
提
出

書
類

 
１
 
事
業
所
の
名
称
 

【
関
連
項
目
】
 

登
記
事
項
証
明
書
等
の
記
載
に
も
変
更
 

が
あ
る
場
合
、
５
を
参
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し
て
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だ
さ
い
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 ①
 
変
更

届
（

別
紙
様
式
第
二
号
（

四
））

 

②
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表
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二

号
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四
）
（
単

独
型
・

併
設
型
）
、
付
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二
号
（
五
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共
用
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③
変

更
後
の
運
営

規
程

 

２
 
事
業
所
の
所
在
地
 

【
関
連
項
目
】
 

登
記
事
項
証
明
書
等
の
記
載
に
も
変
更
 

が
あ
る
場
合
、
５
を
参
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し
て
く
だ
さ
い
。
 

 【
重
要
】
 

岡
山
市
以
外
の
所
在
地
へ
事
業
所
を
 

移
転
す
る
場
合
に
は
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岡
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市
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④
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明
示
す
る

こ
と

）
及
び

求
積

表
 

※
平

面
図

等
に
つ
い
て
は

、
次

ペ
ー
ジ

の
６

を
参
照
の
こ
と

。
 

⑤
事
業
所
の
写

真
（
外

観
、
事

業
所
の
出
入

口
部

分
、
食
堂

及
び
機
能
訓

練
室
、
静
養

室
、

相
談

室
、
事
務
室
、

便
所

、
洗
面

設
備

、
消
防
法
上
必

要
な
消
火
設
備
）
 

※
事

業
所

の
外
観
、
事
務
室
、
相
談
室
、
静
養
室
、
食
堂
及
び

機
能
訓
練
室
に

つ
い

て
は

、
２

方
向
以
上
、
Ａ

４
用

紙
に
貼

付
等

の
こ
と
。
 

⑥
変
更
後
の
運

営
規

程
 

⑦
事
業
所
と
し

て
使

用
す
る
建
物

の
使
用
権
限
を

証
明

で
き
る

書
類
 

※
自
己
所
有
の
場
合
は
、
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書
又
登
記
識
別
情
報
通
知
等
の
写

し
等
（
土
地
は
不
要
）
 

※
賃
貸
の
場
合
は
、
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し
 

⑧
建
築
物
関
連

法
令

協
議
記
録
報

告
書
 

３
 

申
請

者
の

名
称

及
び

主
た

る

事
務
所
の
所
在
地
 

【
重
要
】
 

運
営
法
人
が
別
法
人
（
合
併
を
含
む
）
 

に
な
る
場
合
に
は
、
変
更
届
で
は
な
く
、
廃

止
届
と
新
規
指
定
申
請
に
な
り
ま
す
。
 

①
変
更
届
（
別

紙
様

式
第
二
号
（

四
））

 

②
申
請
者
の
登

記
事

項
証
明
書
（

原
本
）
又
は
条

例
等

（
写
し

）
 

※
申

請
者

が
市
等
の
場
合

は
事

業
所
の

設
置

条
例
等

、
指
定

管
理
者
の
場
合
は

、
指

定
管
理
協
定
書

（
原

本
証
明
が
必

要
）
を
添
付
。
 

 

４
 
代
表
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、

住
所
及
び
職
名

 
①

 
変
更

届
（

別
紙
様
式
第
二
号
（

四
））

 

②
申
請
者
の
登

記
事

項
証
明
書
（

原
本
）
等
 

③
誓

約
書
（
（
地

域
密

着
型
サ
ー

ビ
ス
（
９

－
１
）
又

は
地

域
密
着

型
サ
ー
ビ

ス
及
び

地
域

密
着

型
介
護
予
防
サ

ー
ビ

ス
（
９

－
２

））
 

※
代
表
者
の
住

所
変

更
の
み
の
場

合
は
②
、
③
は

不
要

。
 

５
 

申
請

者
の

登
記

事
項

証
明

書

又
は

条
例

等
（

当
該

事
業

に
関

す

る
も
の
に
限
る
）
 

①
 
変
更

届
（

別
紙
様
式
第
二
号
（

四
））

 

②
申
請
者
の
登

記
事

項
証
明
書
（

原
本
）
又
は
条

例
等

（
写
し

）
 

 
 
※
申
請
者
が

市
等

の
場
合
は
事

業
所
の
設
置
条

例
等

、
指
定

管
理
者
の
場
合

は
、
指

定
管
理
協

定
書

（
原
本
証
明
が

必
要
）
を
添

付
。
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変
更
の
届
出
が
必
要
な
事
項

 
提
出
書
類

 
６

 
事

業
所

の
平

面
図

（
レ

イ
ア

ウ
ト
、
専
用
区
画
）
及
び
設
備
の

概
要
 
 

 

 ※
事
前
協
議
が
必
要
 

①
変
更
届
（
別
紙
様
式
第
二
号
（
四
）
）
 

②
付
表
第
二
号
（
四
）（

単
独
型
・
併
設
型
）
、
付
表
第

二
号
（

五
）（

共
用

型
）
 

③
事
業
所
の
平
面
図
（
各
室
の
用
途
を
明
示

す
る
こ
と
）
及
び

求
積
表
 

※
図
面
は
、
寸
法
を
正
確
に
記
載
し
た

も
の
を
作
成
し

、
食

堂
及
び

機
能
訓
練
室

に

つ
い
て
は
、
そ
の
範
囲
と
面
積
（
内
法

）、
そ

の
算
出
根
拠
と

な
る
計
算

式
を

記
載

す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
認
知
症
対
応
型

通
所
介
護
の
提
供
に

必
要
の
な
い

も
の

等

（
押
入
れ
、
床
の
間
、
廊
下
、
柱
、
造

り
付
け
の
家
具
等
）

の
面
積
は
除

外
す

る

こ
と
。（

内
法
面
積
で
定
員
×
３
㎡
以
上
必

要
）
 

※
写

真
に
て

確
認
す

る
た
め

、
平

面
図

に
写

真
の

番
号
と

撮
影

し
た

方
向

を
、
矢

印

で
明

記
し
て

く
だ
さ

い
。
 

④
事
業
所
の
写
真
（
外
観
、
事
業
所
の
出

入
口

部
分

、
食
堂

及
び
機

能
訓

練
室

、
静
養

室
、
相
談
室
、
事
務
室
、
便
所
、
洗
面

設
備
）
 

※
事
業
所
の
外

観
、
事
務
室
、
相
談
室

、
静

養
室
、

食
堂

及
び
機

能
訓

練
室

に
つ
い

て
は
、
２
方
向
以
上
、
Ａ
４
用
紙
に
貼

付
等
の
こ
と
。
 

⑤
設
備
・
備
品
等
写
真
（
消
防
法
上
必
要
な

消
火
設
備
等
）
 

７
 
事
業
所
の
管
理
者
の
氏
名
、

生
年
月
日
、
住
所
及
び
経
歴
 

 
 

 

①
 
変
更
届
（
別
紙
様
式
第
二
号
（
四
））

 

②
 
付
表
第
二
号
（
四
）
（
単
独
型
・
併

設
型

）、
付
表

第
二

号
（
五

）
（
共

用
型
）
 

③
管
理
者
経
歴
書
 

④
資
格
証
又
は
実
務
経
験
証
明
書
等
の
写
し
 

⑤
管
理
者
就
任
承
諾
及
び
誓
約
書
（
市
参
考

様
式
２
－
３
）
 

⑥
雇
用
契
約
書
又
は
辞
令
等
の
写
し
 

⑦
研
修
修
了
証
の
写
し
（
実
践
者
研
修
を

修
了

し
て

い
な
い

場
合
は

、
２

年
以

上
の
介

護
業
務
実
務
経
験
証
明
書
が
必
要
）
 

⑧
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一

覧
表
《
変
更
月
の

も
の
》
 

 
※
管
理
者
の
み
の
記
載
で
可
。
 

 
※
当
該
事
業
所
の
他
の
職
種
又
は
他
の

事
業

所
と

兼
務
が

あ
る
場

合
に

は
、

兼
務
す

る
他
の
職
種
又
は
兼
務
先
の
事
業
所
名

及
び
職
種
を
記
載
。

 

⑨
誓
約
書
（（

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
９
－
１

）
又

は
地
域

密
着
型

サ
ー

ビ
ス
及
び
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
９
－

２
））

 

※
管

理
者

の
改

姓
又

は
住

所
変

更
の

み
の

場
合

は
④

～
⑨

は
不

要
。

 

８
 
運
営
規
程
 

 

①
変
更
届
（
別
紙
様
式
第
二
号
（
四
）
）
 

※
変
更
届
の
「

変
更
前
」
及
び
「
変
更

後
」

欄
に
変

更
内

容
を
記

載
す

る
か

、
別
紙

（
変
更
内
容
を
記
載
）
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

②
付
表
第
二
号
（
四
）（

単
独
型
・
併
設
型
）
、
付
表
第

二
号
（

五
）（

共
用

型
）
 

 
※
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
の
み
添

付
。
 

③
変
更
後
の
運
営
規
程
 

 【
利
用
定
員
、
営
業
日
・
営
業
時
間
、
サ

ー
ビ

ス
提

供
時
間

又
は
実

施
単

位
の

変
更
の

場
合
④
～
⑥
も
添
付
す
る
こ
と
】
 

④
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一

覧
表
《
変
更
月
の

も
の
》
 

※
変
更
後
の
運
営
に
支
障
が
な
い
従
業

者
を
配
置
す
る

こ
と

。
 

⑤
資
格
証
等
の
写
し
（
管
理
者
、
介
護
職
員

を
除
く
）
 

⑥
サ
ー
ビ
ス
提
供
実
施
単
位
一
覧
表
 

 ※
「
従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の

内
容

」
に

つ
い
て

、
そ
の

変
更

の
届

出
は
年

１
回
と
す
る
。
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認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
・
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 

 
 

 
 

 
 
令

和
７
年

２
月

版
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

     １
 

届
出

が
必
要

な
加
算

（
減

算
）

の
内

容
、

必
要
書

類
 

 
 

次
ペ

ー
ジ

の
一

覧
表

で
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

 
※

そ
の

他
、

確
認

が
必

要
な
書

類
の

提
出

を
お

願
い

す
る

場
合

が
あ

り
ま
す

。
 

 
２

 
届

出
時

期
 

・
算

定
開

始
月

の
前

月
１

５
日

（
閉

庁
日

の
場

合
は

翌
開

庁
日

）
が

締
切

り
で

す
。

 

・
届

出
に

係
る

加
算

等
（

算
定

さ
れ

る
単

位
数

が
増

え
る

も
の

に
限

る
。
）

に
つ

い
て

は
、

届
出

が
１

５
日

以
前

 

 
の

場
合

に
は

翌
月

か
ら

、
１

６
日

以
降

の
場

合
に

は
翌

々
月

か
ら

、
算

定
開

始
と

な
り

ま
す

。
 

・
加

算
等

が
算

定
さ

れ
な

く
な

る
状

況
が

生
じ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
そ

の
旨

の
届

出
が

必
要

で
す

。
な

お
、

 

こ
の

場
合

は
、

加
算

等
が

算
定

さ
れ

な
く

な
っ

た
事

実
が

発
生

し
た

日
か

ら
加

算
等

の
算

定
は

で
き

ま
せ

ん
。

 

（
注

）
介

護
職

員
処

遇
改

善
加

算
は

、
前

々
月

末
日

が
締

切
り

と
な

り
ま

す
の

で
、

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

 

 ３
 

提
出

方
法

 

原
則

と
し

て
「

電
子

申
請

・
届

出
シ

ス
テ

ム
」

に
よ

る
提

出
を

お
願

い
し

ま
す

。
「

電
子

申
請

・
届

出
シ

ス
テ

ム
」

で
の

提
出

が
困

難
な

場
合

は
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
 

※
申

請
書

類
に

不
備

等
が

あ
っ

た
場

合
等

に
、

申
請

の
際

「
電

子
申

請
・

届
出

シ
ス

テ
ム

」
に

登
録

し
た

メ
ー

ル

ア
ド

レ
ス

宛
に

お
知

ら
せ

が
届

く
の

で
、

申
請

（
届

出
）

情
報

が
「

受
付

済
」

に
な

る
ま

で
は

定
期

的
に

メ
ー

ル
の

チ
ェ

ッ
ク

を
お

願
い

し
ま

す
。

 

 

電
子

申
請

・
届

出
シ

ス
テ

ム
（

厚
生

労
働

省
）
（

外
部

サ
イ

ト
）

 

h
tt

p
s
:/

/w
w

w
.k

a
ig

o
k
e
n

s
a
k
u

.m
h

lw
.g

o
.jp

/
s
h

in
s
e
i/

 

  
 

電
子

申
請

・
届

出
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

に
は

、
G

ビ
ズ

ID
が

必
要

で
す

。
ID

を
持

っ
て

い
な

い
法

人
は

、

ア
カ

ウ
ン

ト
の

申
請

手
続

き
を

お
願

い
し

ま
す

。
 

G
ビ

ズ
ID

を
作

成
す

る
（

デ
ジ

タ
ル

庁
）
（

外
部

サ
イ

ト
）

 

h
tt

p
s
:/

/g
b

iz
-
id

.g
o
.jp

/
to

p
/
 

 
 

電
子

申
請

・
届

出
シ

ス
テ

ム
の

操
作

方
法

に
つ

き
ま

し
て

は
、

下
記

の
リ

ン
ク

か
ら

操
作

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

 

電
子

申
請

・
届

出
シ

ス
テ

ム
（

ヘ
ル

プ
）（

外
部

サ
イ

ト
）

 
h

tt
p

s
:/

/w
w

w
.k

a
ig

o
k
e
n

s
a
k
u

.m
h

lw
.g

o
.jp

/
s
h

in
s
e
i/

in
d

e
x
.p

h
p

?
a
c
ti
o
n

_
s
h

in
s
e
i_

s
ta

ti

c
_
h

e
lp

=
tr

u
e
 

４
 

提
出

先
 

〒
7

0
0

-
0

9
1

3
 
 

岡
山

市
北

区
大

供
三

丁
目

１
－

１
８

 
Ｋ

Ｓ
Ｂ

会
館

４
階

 

 
 
 

 
岡

山
市

事
業

者
指

導
課

 
通

所
事

業
者

係
 

電
話

：
（

０
８

６
）

２
１

２
－

１
０

１
３

 

体
制

届
（

必
要

書
類
・
提

出
方

法
）
 

※
届

出
用

紙
は

、
事

業
者

指
導

課
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

か
ら
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
で

き
ま

す
。

 
 

  
 

○
介

護
報

酬
算

定
に
係

る
体

制
等

に
関

す
る
届

出
 

（
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
・
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
）

 

次
の
内
容
の
加
算
（
減
算
）
等
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
事
前
に
岡
山
市
へ
の
届
出
が
必
要
で
す
。
 

届
出

を
し

て
い

な
い

と
、

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
も

報
酬

が
支

払
わ

れ
ま

せ
ん

の
で

ご
注

意
く

だ
さ

い
。

 

加
算
等
 

提
出
書
類
 

人
員
欠
如
に
よ
る
減

算
 

（
減
算
の
解
消
）

 
 

 ①
介

護
給

付
費
算
定
に
係

る
体

制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）
 

②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③
従

業
者

の
勤
務
の
体
制

及
び

勤
務
形
態
一

覧
表
《
人
員
欠
如
が
生

じ
た
月
の

も
の
》
 
《
人

員
欠

如
が
解
消
し

た
場
合
は
解
消
し
た

月
の

も
の
》

 
※

従
業

者
に

欠
員

が
生

じ
て

い
る

状
態

が
継

続
す

る
場

合
に

は
、

速
や

か

に
岡

山
市

に
連

絡
し

て
く

だ
さ
い

。
 

高
齢

者
虐

待
措

置
未

実
施

に
よ

る
減

算
 

（
減
算
の
解
消
）

 
※

減
算

の
解

消
は

、
改

善
計

画
が

提
出

さ

れ
、
事
実
が
生
じ
た
月
か
ら
３
か
月
以
降
に

改
善
が
認
め
ら
れ
た
月
の
翌
月
か
ら

 

 ①
介

護
給

付
費
算
定
に
係

る
体

制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）
 

②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③
高

齢
者

虐
待
防
止
措
置

に
係

る
措
置
（
委
員
会
の

開
催
、
指
針
の
整
備
、
研

修
の

定
期

的
な
実
施
、
担

当
者

を
置
く
こ
と

）
が
分
か
る
書
類

 
（
減

算
対

象
者
は
①
、
②

を
提

出
 
別
途
改

善
計
画
の
提
出
が

必
要
）

 
業

務
継

続
計

画
策

定
に

実
施

に
よ

る

減
算

 
（

減
算
の
解
消
）

 

 ①
介

護
給

付
費
算
定
に
係

る
体

制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）
 

②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③
業

務
継

続
計
画
書
（
感
染
症
の

予
防
及
び
ま
ん

延
防

止
の
た
め
の

指
針
及
び

非
常

災
害

に
関
す
る
具
体

的
計

画
の
策
定
（

令
和
６
年
度
限
り

））
 

（
減

算
対

象
者
は
①
、
②

を
提

出
）

 

時
間
延
長
サ
ー
ビ
ス

体
制
 

  

 ①
介

護
給

付
費
算
定
に
係

る
体

制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）

 
②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③
運

営
規

程
※
時
間
延
長

サ
ー

ビ
ス
を
行
う

旨
を
記
載
し
て
い

る
こ
と
。

 

入
浴
介
助
加
算

 
（

加
算
Ⅰ
・
加
算
Ⅱ

）
 

 ①
介

護
給

付
費
算
定
に
係

る
体

制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）

 
②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③
平
面
図
（
浴
室
が
ど
こ
か
明
記
）
 

④
写
真
（
浴
室
・
浴
槽
）
 

⑤
入
浴
介
助
に
関
す
る
研
修
を
実
施
又
は
実
施
す
る
こ
と
が
分
か
る
資
料
 

 
生

活
機
能
向
上
連
携

加
算

 
（

加
算
Ⅰ
・
加
算
Ⅱ

）
 

 ①
介

護
給

付
費
算
定
に
係

る
体

制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）

 
②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③
指
定
訪
問
・
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
又
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
提
供
し
て
い
る
医
療
提
供
施
設
と
連
携

を
し
て
い

る
こ

と
が
わ
か
る

契
約
書

（
協
定
）
等
の
写
し
 

個
別
機
能
訓
練
加
算

 
  

 ①
介

護
給

付
費
算
定
に
係

る
体

制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）

 
②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③

従
業

者
の

勤
務

の
体

制
及

び
勤

務
形

態
一

覧
表

《
加

算
算

定
開

始
月

の
も

の
》

 
④
理

学
療

法
士
、
作
業
療

法
士

、
言
語
聴
覚

士
、
看
護
職
員
、

柔
道
整
復
師
、

あ
ん

摩
マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

（
※
）
、

は
り

師
又

は
き

ゅ
う
師

の
資

格
証

の

写
し

 
 

 
※

こ
れ
ら
の

者
が

機
能
訓

練
指
導
員

と
し
て
配

置
さ

れ
た
事

業
所
で
、

6
月

以
上
機
能
訓

練
指

導
に
従
事
し

た
経
験
を
有
す
る
は

り
師
・
き
ゅ
う

師
の

場
合
は
、
そ
れ

を
証

明
す
る
た
め

の
、
実
務
経
験
証
明

書
も

要
す
る

。
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AD
L
維
持
等
加
算
〔
申
出
〕
 

 ①
介

護
給
付
費
算

定
に
係
る

体
制
等

に
関

す
る
届

出
書

（
別
紙

３
－

２
）

 

②
介

護
給
付
費
算

定
に
係
る

体
制
等

状
況

一
覧
表

（
別

紙
１
－

３
）

 

 
※

提
出
時
に

は
、
「
A
D
L
維
持
等

加
算

〔
申

出
〕

の
有

無
」
欄

の
み

、
〇

を

付
け

る
こ
と
。
 

若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算

 
 ①
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）

 
②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）
 

栄
養

ア
セ

ス
メ

ン
ト

・
栄

養
改

善
体

制
 

 

 ①
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届

出
書
（
別
紙

３
－

２
）

 
②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③

従
業

者
の

勤
務

の
体

制
及

び
勤

務
形

態
一

覧
表

《
加

算
算

定
開

始
月

の
も

の
》

 
④
管
理
栄
養
士
の
資
格
証
の
写
し

 
（
※
外
部
と
の
連
携
に
よ
り
、
管
理

栄
養

士
を
配
置
し
た
場
合

は
、
外

部
と

連

携
し
た
こ
と
が
分
か
る
契
約
書
（

協
定
）
等
の
写
し
）

 
 

口
腔
機
能
向
上
加
算

 
 

 ①
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）

 
②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③

従
業

者
の

勤
務

の
体

制
及

び
勤

務
形

態
一

覧
表

《
加

算
算

定
開

始
月

の
も

の
》

 
④
言
語
聴
覚
士
、
歯
科
衛
生
士
又
は
看
護
職

員
の
資
格
証
の
写

し
 

 
 

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算
 

 ①
介

護
給
付
費
算

定
に
係
る

体
制
等

に
関

す
る
届

出
書

（
別
紙

３
－

２
）

 

②
介

護
給
付
費
算

定
に
係
る

体
制
等

状
況

一
覧
表

（
別

紙
１
－

３
）

 

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

（
加
算

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）

 
※
毎
年
度
確
認
が
必
要
 

※
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の

変
更
は
毎
年
３
月
１
５
日
が
締
切

り
と
な
り
ま
す
。
 

 

 ①
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）

 
②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
に
関
す
る

届
出
書
（
別
紙
１

４
－
３
）

 
※
新
た
に
事
業
開
始
す
る
事
業
所
に
つ
い
て

は
、
４
月
目
以
降
届
出

が
可
能
と

な
り
ま
す
。

 
④
有
資
格
者
等
の
割
合
の
参
考
計
算
書
（
別

紙
７
－
２
）

 
⑤
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一

覧
表
《
届
出
月
の

前
月
の
も
の
》

 
⑥
加
算
対
象
と
な
る
介
護
職
員
の
資
格
証
等

の
写
し

 
 
※
加
算
（
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）
を
算
定
す
る
場

合
に
添
付
。

 
⑦
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
に
係
る
勤

続
年
数
１
０
年
、
７

年
以
上
の
者

の
状
況
（
市
様
式
１
３
）

 
※
加
算
（
Ⅰ
・
Ⅲ
）
を
算
定
す
る
場
合
に
添

付
。
 

介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

 
※

③
の

計
画

書
等

は
加

算
算

定
開

始
月

の

前
々
月
末
日
が
締
め
切
り
と
な
る
の
で
注

意
 
 

 

 ①
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）

 
②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）

 
③
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
計
画
書
等

 
※
添
付

書
類
に
つ
い
て
は

、
「
介

護
職

員
等

処
遇

改
善

加
算
等

に
関
す
る

基

本
的
考
え
方
並
び
に
事
務
処
理
手
順
及

び
様
式
例
の
提
示
に

つ
い
て
」
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

割
引
率
の
設
定
・
変
更
 

 
 ①
介

護
給

付
費
算
定
に
係

る
体

制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）
 

②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）
 

③
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
等
に
よ
る
介
護
給
付
費

の
割
引
に
係
る

割
引
率
の
設
定
に
つ
い
て
（
別
紙
５
－
２
）
 

④
運
営
規
程
（
割
引
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
）

 
割
引
率
の
設
定
・
変
更
 

 

 ①
介

護
給

付
費
算
定
に
係

る
体

制
等
に
関
す

る
届
出
書
（
別
紙

３
－
２
）
 

②
介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
（
別
紙
１
－
３
）
 

③
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
等
に
よ
る
介
護
給
付
費

の
割
引
に
係
る

割
引
率
の
設
定
に
つ
い
て
（
別
紙
５
－
２
）
 

④
運
営
規
程
（
割
引
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
）

 

※
１
 
加

算
等

の
取
り
下
げ
と
は

、
事
業
所
と
し

て
加

算
等
の

要
件

を
満
た
さ
な
か

っ
た

場
合
を

指
し

ま
す
。

 
※
２
 
加

算
等
の
追
加
・
取
り

下
げ
の
場
合

は
、

各
事
業
所
に

お
い
て
、
重
要

事
項

説
明
書
に
加

算
項

目
の
追
加
・

 
削

除
を
行
っ
て

く
だ

さ
い
。

 
 

 
※

３
 

体
制

届
の

変
更
に

係
る
書

式
等

に
つ
い

て
は
、
次

の
ペ

ー
ジ

の
「
４
 

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

」
か
ら

取
得

し
て
く
だ

さ
い

 
ht

tp
s:/

/w
w

w.
cit

y.o
ka

ya
m

a.
jp

/ji
gy

os
ha

/0
00

00
22

68
6.

ht
m

l 
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事業所名

サービス
種別

事業所
番号 33

所在地

Ｔｅｌ Ｆａｘ

担当者名 職名

【質問】

【回答】

39

【質　問　票】
 　　　　　　年　　　月　　　日
 岡山市事業者指導課　宛
 Ｆａｘ：０８６（２２１）３０１０

　　　　※事業者指導課ホームページ>介護事業所トップページ＞その他＞質問
票に
　　　 　　エクセルデータも掲載しています。

※質問に際しては、集団指導資料や「介護報酬の解釈」（赤本、青本、緑本）などをよく確認の上、できるだけ赤本〇〇ページの
「・・・」の解釈を「・・・」の様にしていいかなど、具体的なものでお願いします。なお、厚生労働省「介護サービス関係Q＆A集」も参
考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
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